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(57)【要約】
【課題】　従来のカメラでは、画像データに付加される
著作権情報の入力作業や書換作業に手間がかかった。
【解決手段】　入力文字表示欄４４，４７（図４（ｄ）
，（ｅ））に入力された撮影者名および著作権者名の著
作権情報は、デジタルカメラ１に入力される。また、撮
影手段によって作成された画像ファイルは、デジタルカ
メラ１に入力された著作権情報が付加される設定となっ
ているときには、著作権情報が付加情報として画像ファ
イルのヘッダに付加され、改ざん検出のための情報検証
用データが付加される設定となっているときには、情報
検証用データが付加情報として画像ファイルのヘッダに
付加された後、メモリカード２２に記憶される。また、
著作権情報や情報検証用データの画像ファイルへの付加
設定状態は、液晶モニタ５に同時に表示される（図３（
ｂ）参照）。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を撮影し、この被写体像の画像データを含む画像ファイルを作成する撮影手段
と、
　この撮影手段によって撮影された画像ファイルを記憶する記憶手段と、
　撮影装置に入力された著作権に関する著作権情報を記憶する著作権情報記憶手段と、
　前記著作権情報を前記画像ファイルに付加するか否かを設定する著作権情報設定手段と
、
　改ざん検出のための情報検証用データを前記画像ファイルに付加するか否かを設定する
情報検証用データ設定手段と、
　前記著作権情報設定手段によって著作権情報を付加する設定となっている際には、前記
撮影手段によって作成された画像ファイルに前記著作権情報を付加し、前記情報検証用デ
ータ設定手段によって前記情報検証用データを付加する設定となっている際には、前記撮
影手段によって作成された画像ファイルに前記情報検証用データを付加した後に、この画
像ファイルを前記記憶手段に記憶させる情報付加手段と、
　前記著作権情報設定手段による設定および前記情報検証用データ設定手段による設定を
同時に表示部に表示する表示制御手段と
　を具備することを特徴とする撮影装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮影装置において、
　前記著作権情報設定手段によって前記画像ファイルに前記著作権情報を付加するように
設定された際に、前記情報検証用データ設定手段による設定状態を検出し、前記設定状態
が前記情報検証用データを付加しない設定となっている場合は、前記情報検証用データを
付加する設定とする情報設定手段を具備することを特徴とする撮影装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の撮影装置において、
　前記表示制御手段は、前記著作権情報設定手段によって前記画像ファイルに著作権情報
を付加するように設定された際に、前記情報検証用データ設定手段による設定状態を検出
し、前記設定状態が前記情報検証用データを付加しない設定となっている場合は、前記情
報検証用データ設定手段による前記情報検証用データの付加設定を前記表示部に警告表示
することを特徴とする撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、著作権に関する著作権情報が画像ファイルに付加される撮影装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような撮影装置としては、例えば、特許文献１に開示されたカメラがある。
このカメラを用いた撮影によって画像データが得られると、著作権に関する情報が格納さ
れているバックアップメモリから情報が読み込まれ、読み込まれた著作権に関する情報が
画像データに付加される。著作権に関する情報は、著作権者を特定する情報や著作物であ
ることを示す情報からなる。著作権に関する情報は、パソコン（パーソナルコンピュータ
）などの他の機器において入力されたり書き換えられた記憶媒体を介してカメラに取り込
まれる。または、カメラに接続されたパソコンから直接カメラ内のバックアップメモリに
対して入力や追記され、変更もしくは削除される。
【０００３】
　また、特許文献２には、撮影著作権者や編集著作権者などの情報をＥｘｉｆ（Exchange
able Image File）フォーマットの付加情報として画像データに添付することができるカ
メラが開示されている。画像データに添付される付加情報は、パソコンによって予め付加
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情報が記録された記憶媒体をカメラ本体に装着することでカメラ本体に読み込まれ、この
読み込まれた付加情報が画像データに添付されることで、Ｅｘｉｆファイルが作成される
。
【特許文献１】特開平１１－２８４９４５号公報（段落[００２０]～[００３１]）
【特許文献２】特開２００７－８１７２７号公報（段落[００５３]～[００５５]）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２に開示されるような上記従来のカメラでは、画
像データに添付される著作権情報の入力や書き換えなどは、着脱自在な記憶媒体を介して
、またはカメラ本体に接続されたパソコンから行われる構成となっており、画像データに
添付される著作権情報の入力や書き換えなどをカメラ本体だけで行うことができない。こ
のため、従来、画像データに添付される著作権情報の入力作業や書換作業に手間がかかっ
ていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、
被写体像を撮影し、この被写体像の画像データを含む画像ファイルを作成する撮影手段と
、
この撮影手段によって撮影された画像ファイルを記憶する記憶手段と、
撮影装置に入力された著作権に関する著作権情報を記憶する著作権情報記憶手段と、
著作権情報を画像ファイルに付加するか否かを設定する著作権情報設定手段と、
改ざん検出のための情報検証用データを画像ファイルに付加するか否かを設定する報検証
用データ設定手段と、
著作権情報設定手段によって著作権情報を付加する設定となっている際には、撮影手段に
よって作成された画像ファイルに著作権情報を付加し、情報検証用データ設定手段によっ
て情報検証用データを付加する設定となっている際には、撮影手段によって作成された画
像ファイルに情報検証用データを付加した後に、この画像ファイルを記憶手段に記憶させ
る情報付加手段と、
著作権情報設定手段による設定および情報検証用データ設定手段による設定を同時に表示
部に表示する表示制御手段と
を備えて撮影装置を構成した。
【０００６】
　この構成によれば、著作権に関する著作権情報は撮影装置に入力される。また、撮影手
段によって作成された画像ファイルは、撮影装置に入力された著作権情報が著作権情報設
定手段によって付加される設定となっているときには著作権情報が付加され、改ざん検出
のための情報検証用データが情報検証用データ設定手段によって付加される設定となって
いるときには情報検証用データが付加された後、記憶手段に記憶される。このため、著作
権情報の入力や画像ファイルへの付加を撮影装置において行うことが可能となり、従来の
撮影装置のように、著作権に関する情報の入力作業、付加作業および書換作業などに手間
がかかってしまうということがなくなる。また、著作権情報設定手段による著作権情報の
画像ファイルへの付加設定状態および情報検証用データ設定手段による情報検証用データ
の画像ファイルへの付加設定状態は、表示部に同時に表示される。このため、著作権情報
および情報検証用データが画像ファイルへ付加されるか否かの設定作業や確認作業は、表
示部における一つの画面で容易に行えるようになる。
【０００７】
　また、本発明は、請求項１に記載の撮影装置において、
著作権情報設定手段によって画像ファイルに著作権情報を付加するように設定された際に
、情報検証用データ設定手段による設定状態を検出し、設定状態が情報検証用データを付
加しない設定となっている場合は、情報検証用データを付加する設定とする情報設定手段
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を具備することを特徴とする。
【０００８】
　この構成によれば、著作権情報設定手段によって著作権情報が画像ファイルに付加され
るように設定され、かつ、情報検証用データ設定手段によって情報検証用データが画像フ
ァイルに付加されない設定状態が検出されると、情報設定手段により、情報検証用データ
が自動的に画像データに付加されるように設定される。このため、著作権情報が付加され
た画像ファイルに対しては、情報検証用データを用いた改ざん判定が必ず行われるように
なり、改ざん判定の設定を忘れてしまうことが確実に防止されるようになる。
【０００９】
　また、本発明は、請求項１に記載の撮影装置において、
表示制御手段が、著作権情報設定手段によって画像ファイルに著作権情報を付加するよう
に設定された際に、情報検証用データ設定手段による設定状態を検出し、設定状態が情報
検証用データを付加しない設定となっている場合は、情報検証用データ設定手段による情
報検証用データの付加設定を表示部に警告表示することを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、著作権情報設定手段によって著作権情報が画像ファイルに付加され
るように設定され、かつ、情報検証用データ設定手段によって情報検証用データが画像フ
ァイルに付加されない設定状態が検出されると、表示制御手段により、情報検証用データ
の画像ファイルへの付加設定が表示部に警告表示される。このため、著作権情報が付加さ
れた画像ファイルに対しては、情報検証用データの付加設定が促されるようになる。従っ
て、著作権情報が付加された画像ファイルの改ざん判定の設定を忘れてしまうことを防止
できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明による撮影装置によれば、上記のように、著作権情報の入力や画像ファイルへの
付加を撮影装置本体において行うことが可能となり、著作権に関する情報の入力作業、付
加作業および書換作業などに手間がかかってしまうということがなくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明による撮影装置を実施するための最良の形態について、本発明をデジタル
カメラに適用した場合について説明する。
【００１３】
　図１は、本実施形態によるデジタルカメラ１の外観を示す背面図である。
【００１４】
　デジタルカメラ１の本体背面の中央上方には、撮影される被写体が視認される光学ファ
インダ２が設けられている。光学ファインダ２の上方のペンタ部１Ａには、閃光装置を取
り付けるためのホットシュー３が設けられている。また、光学ファインダ２の右方には、
撮影モードや露出モードの設定などを行うためのコマンドダイアル４が設けられている。
また、光学ファインダ２の下方には、撮影に関する種々の情報や撮影画像を表示する表示
部を構成する液晶モニタ５が設けられている。
【００１５】
　液晶モニタ５の右側には、環状に形成されたマルチセレクタ６が設けられており、その
内側には、マルチセレクタ６の操作によって選択された所定の項目の決定などの際に操作
される入力ボタン７が設けられている。また、マルチセレクタ６の下方には、マルチセレ
クタ６および入力ボタン７による操作内容の確定などの際に操作されるＯＫボタン８が設
けられている。
【００１６】
　また、液晶モニタ５の左側には、上から順に、撮影された画像の画像データの削除など
の際に操作される削除ボタン９、デジタルカメラ１の各種設定を行うメニュー画面の表示
などの際に操作されるメニューボタン１０、液晶モニタ５に表示させる撮影画像の縮小表
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示やサムネイル表示などの際に操作される縮小／サムネイルボタン１１、および撮影画像
の拡大表示などの際に操作される拡大ボタン１２が設けられている。
【００１７】
　上記のマルチセレクタ６、入力ボタン７、ＯＫボタン８、削除ボタン９およびメニュー
ボタン１０は、撮影者名や著作権者名といった著作権に関する情報（以下、著作権情報と
記す）を入力する著作権情報入力手段を構成している。
【００１８】
　図２は、デジタルカメラ１の内部構成の概略を示すブロック図である。
【００１９】
　不揮発性メモリ１３には、ＣＰＵ（中央演算処理装置）１４が種々の処理を行う際の制
御プログラムが格納されており、ＣＰＵ１４は、バッファメモリ１５を一時記憶作業領域
として制御プログラムに従った種々の制御を行う。
【００２０】
　デジタルカメラ１の正面に設けられた光学レンズ１６を介して導かれた光は、撮像素子
１７の受光面１７ａに被写体像を投影する。図示しないシャッターボタンが半押しされる
と、ＣＰＵ１４は、オートフォーカス機能を作動させ、光学レンズ１６の位置を同図に矢
示する方向に移動して、撮像素子１７の受光面１７ａ上に投影される被写体像の焦点を自
動調節する。撮像素子１７は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complemen
tary Metal Oxide Semiconductor）などからなる。撮像素子１７の受光面１７ａ上に結像
した被写体像はアナログの撮像信号に変換され、この撮像信号は、Ａ／Ｄ変換部１８にお
いてデジタル信号に変換される。画像処理部１９は、デジタル信号に変換された撮像信号
をバス２０を介して取り込み、ホワイトバランス処理やガンマ補正、圧縮処理などの画像
処理を行って、撮影された画像の画像データを生成する。ＣＰＵ１４，光学レンズ１６，
撮像素子１７，Ａ／Ｄ変換部１８および画像処理部１９は、被写体像を撮影し、この被写
体像の画像データを含む画像ファイルをＥｘｉｆ規格に従ったＥｘｉｆファイル・フォー
マットで作成する撮影手段を構成している。
【００２１】
　画像処理部１９により生成された画像ファイルは、ＣＰＵ１４によりバス２０を介して
バッファメモリ１５に一時的に格納されると共に、記録再生部２１を介して、図示しない
カードスロットに着脱自在に取り付けられるメモリカード２２に記録される。記録再生部
２１は、ＣＰＵ１４の制御に基づいて、画像ファイルをメモリカード２２に記録し、また
、メモリカード２２に記録された画像ファイルを読み出す。メモリカード２２は、撮影手
段によって撮影された画像ファイルを記憶する記憶手段を構成していると共に、著作権情
報入力手段によってデジタルカメラ１に入力された著作権情報を記憶する著作権情報記憶
手段を構成している。ＣＰＵ１４は、記録再生部２１によってメモリカード２２から読み
出された画像ファイルに基づいて、液晶モニタ５に撮影画像を再生表示させる。また、操
作部２３は、上述したコマンドダイアル４、マルチセレクタ６、および各種ボタン７～１
２などからなり、バス２０に接続されている。
【００２２】
　ＣＰＵ１４は、著作権情報を画像ファイルに付加するか否かを設定する著作権情報設定
手段を構成していると共に、改ざん検出のための情報検証用データを画像ファイルに付加
するか否かを設定する情報検証用データ設定手段を構成している。また、ＣＰＵ１４は、
著作権情報設定手段によって著作権情報を付加する設定となっている際には、撮影手段に
よってＥｘｉｆファイル・フォーマットで作成された画像ファイルのヘッダに著作権情報
を付加し、情報検証用データ設定手段によって情報検証用データを付加する設定となって
いる際には、撮影手段によって作成された画像ファイルのヘッダに情報検証用データを付
加した後に、この画像ファイルをメモリカード２２に記憶させる情報付加手段を構成して
いる。また、ＣＰＵ１４は、著作権情報設定手段によって画像ファイルに著作権情報を付
加するように設定された際に、情報検証用データ設定手段による設定状態を検出し、設定
状態が情報検証用データを付加しない設定となっている場合は、情報検証用データを付加
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する設定とする情報設定手段を構成している。また、ＣＰＵ１４は、著作権情報設定手段
による設定および情報検証用データ設定手段による設定を同時に液晶モニタ５に表示する
表示制御手段を構成している。
【００２３】
　図３（ａ），（ｂ）は、液晶モニタ５に表示されるメニュー画面を示す図である。
【００２４】
　液晶モニタ５へのメニュー画面の呼出しはメニューボタン１０の操作によって行われ、
メニュー画面に表示される各設定項目の選択はマルチセレクタ６の操作によって行われる
。マルチセレクタ６の操作により選択される項目は強調表示（ハイライト表示）され、こ
の状態でＯＫボタン８が操作されることにより、強調表示されているメニュー項目に応じ
た種々の設定画面が呼出されて表示される。
【００２５】
　最初に、メニュー画面が表示されていない状態でメニューボタン１０が操作されると、
「再生メニュー」，「撮影メニュー」，「カスタムメニュー」，「セットアップメニュー
」といった大項目からなる図示しない大項目選択画面が表示される。この大項目選択画面
が表示されている状態から、デジタルカメラ１のメンテナンスや初期設定に関する「セッ
トアップメニュー」が選択されると、同図（ａ）に示すセットアップメニュー画面が表示
される。セットアップメニュー画面では、著作権情報／情報検証用データ設定メニュー３
１を含む複数のメニュー項目が表示される。なお、同図（ａ）において「著作権情報／情
報検証用データ」以外のメニュー項目の図示は省略してある。
【００２６】
　セットアップメニュー画面における複数の設定項目の中から上記の著作権情報／情報検
証用データ設定メニュー３１が選択されると、同図（ｂ）に示す著作権情報／情報検証用
データ設定画面が表示される。この画面では、著作権情報の画像データへの付加をするか
しないかを設定する著作権情報付加メニュー３２、撮影者名の入力を行う撮影者名入力メ
ニュー３３、著作権者名の入力を行う著作権者名入力メニュー３４、および情報検証用デ
ータの画像データへの付加をするかしないか、すなわち画像データの改ざんを後日判定可
能な状態にするか否かを設定する情報検証用データ付加メニュー３５が表示される。
【００２７】
　図４（ｃ），（ｄ），（ｅ），（ｆ）は、図３（ｂ）に示す著作権情報／情報検証用デ
ータ設定画面において各メニュー項目が選択されたときに液晶モニタ５に表示される画面
を示す図である。
【００２８】
　著作権情報／情報検証用データ設定画面において、最上欄の著作権情報付加メニュー３
２が選択されると、図４（ｃ）に示す著作権情報付加設定画面が液晶モニタ５に表示され
る。この著作権情報付加設定画面において、マルチセレクタ６の操作により“する”の設
定項目４１または“しない”の設定項目４２のいずれかの項目が選択されると、選択され
たいずれか一方の項目が同図（ｃ）に斜線で示すように強調表示される。いずれかの項目
が強調表示された状態でＯＫボタン８が操作されると、著作権情報である撮影者名および
著作権者名を画像データに付加するか否かの設定が完了する。また、図３（ｂ）に示す著
作権情報／情報検証用データ設定画面において、最下欄の情報検証用データ付加メニュー
３５が選択されると、図４（ｆ）に示す情報検証用データ付加設定画面が液晶モニタ５に
表示される。この情報検証用データ付加設定画面においても、マルチセレクタ６の操作に
より“する”の設定項目４９または“しない”の設定項目５０のいずれかの項目が選択さ
れると、選択されたいずれか一方の項目が同図（ｆ）に斜線で示すように強調表示される
。いずれかの項目が強調表示された状態でＯＫボタン８が操作されると、情報検証用デー
タを画像データに付加するか否かの設定が完了する。
【００２９】
　著作権情報付加設定画面および情報検証用データ付加設定画面で設定された内容は、図
３（ａ）に示すセットアップメニュー画面における著作権情報／情報検証用データ設定メ
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ニュー３１の右方に“ＯＮ”または“ＯＦＦ”で表示されると共に、図３（ｂ）に示す著
作権情報／情報検証用データ設定画面における著作権情報付加メニュー３２および情報検
証用データ付加メニュー３５の右方に“ＯＮ”または“ＯＦＦ”で表示される。図４（ｃ
）および図４（ｆ）に示す例では、著作権情報の付加および情報検証用データの付加は共
に“する”に設定されており、著作権情報／情報検証用データ設定メニュー３１の右方に
は“ＯＮ／ＯＮ”、著作権情報付加メニュー３２の右方および情報検証用データ付加メニ
ュー３５の右方には、それぞれ“ＯＮ”が表示されている。
【００３０】
　また、本実施形態では、図４（ｃ）に示す著作権情報付加設定画面で著作権情報の付加
の設定が“する”に設定されると、同図（ｆ）に示す情報検証用データの付加の設定が“
しない”に設定されている場合、情報設定手段により、情報検証用データの付加の設定が
自動的に“する”に設定されて、情報検証用データが画像データに付加される構成になっ
ている。
【００３１】
　また、図３（ｂ）に示す著作権情報／情報検証用データ設定画面で撮影者名入力メニュ
ー３３が選択されると、図４（ｄ）に示す撮影者名入力画面が液晶モニタ５に表示される
。撮影者名入力画面では、上段に、記号および英数字などからなる文字選択欄４３、中段
に、入力された文字が表示される入力文字表示欄４４、下段に、文字入力の操作に用いら
れる操作部２３を説明する操作部説明欄４５が表示される。文字選択欄４３には、選択中
の文字を指し示す図示しないカーソルが表示されており、このカーソルの移動は、操作部
説明欄４５の左方に示すように、縮小／サムネイルボタン（Ｓ）１１を押しながらマルチ
セレクタ６を操作することで行う。また、カーソルで選択した文字の入力は、操作部説明
欄４５の中央に示すように、入力ボタン（Ｅ）７を操作することで行い、入力された文字
は、入力文字表示欄４４に表示される。また、一度入力された文字の削除は、削除ボタン
９を操作することで行う。また、文字入力が終了して撮影者名を確定させる場合には、操
作部説明欄４５の右方に示すように、ＯＫボタン８を操作することで行う。撮影者名入力
画面において入力された撮影者名は、図３（ｂ）に示す撮影者名入力メニュー３３の下の
撮影者名表示欄３３ａに表示される。上記に示す例では、入力文字表示欄４４に表示され
る“Photographer, Taro Yamada”が撮影者名として入力され、この撮影者名が撮影者名
表示欄３３ａに表示されている。
【００３２】
　また、図３（ｂ）に示す著作権情報／情報検証用データ設定画面で著作権者名入力メニ
ュー３４が選択されると、図４（ｅ）に示す著作権者名入力画面が液晶モニタ５に表示さ
れる。著作権者名入力画面においても、撮影者名入力画面と同様、上段に文字選択欄４６
、中段に入力文字表示欄４７、下段に操作部説明欄４８が表示され、マルチセレクタ６お
よびボタン７～１０の操作により文字入力が行われる。著作権者名入力画面において入力
された著作権者名は、図３（ｂ）に示す著作権者名入力メニュー３４の下の著作権者名表
示欄３４ａに表示される。上記に示す例では、入力文字表示欄４７に表示される“Copyri
ght, Hanako Yamada, 2008, All rights reserved”が著作権者名として入力され、この
著作権者名が著作権者名表示欄３４ａに表示されている。
【００３３】
　本実施形態では、図４（ｃ）に示す著作権情報付加設定画面で著作権情報の付加が行わ
れる設定がされて、撮影が行われると、撮影日時や撮影場所などの撮影情報と共に、同図
（ｄ），（ｅ）に示す各入力画面で入力された撮影者名および著作権者名といった著作権
情報が、デジタルカメラ１で撮影された撮影画像のＥｘｉｆファイルのヘッダに付加情報
として付加される。
【００３４】
　また、同図（ｆ）に示す情報検証用データ付加設定画面で情報検証用データの付加が行
われる設定がされると、Ｅｘｉｆ規格の画像ファイルのヘッダに情報検証用データが撮影
時に付加され、この画像ファイルは、外部のパソコンに取り込まれた上で改ざん判定、す
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なわち画像真正性検証が行われる。改ざん判定は、パソコンにインストールされた画像真
正性検証ソフトウェアにより行われ、撮影時に付加された情報検証用データがその後変更
されずに撮影時の状態を保っているかどうかが判定されて行われる。その判定結果は、パ
ソコンの操作画面に、デジタルカメラ１から取り込まれた、情報検証用データが付加され
た画像ファイル毎に、そのヘッダに付加された付加情報（情報部）に対する改ざんの有無
、および画像データ（画像部）に対する改ざんの有無として、それぞれ表示される。
【００３５】
　このような本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、上述したように、撮影者名入
力画面の入力文字表示欄４４（図４（ｄ）参照）に入力された撮影者名および著作権者名
入力画面の入力文字表示欄４７（図４（ｅ）参照）に入力された著作権者名の著作権情報
は、デジタルカメラ１に入力される。また、撮影手段によって作成された画像ファイルは
、デジタルカメラ１に入力された著作権情報が著作権情報設定手段によって付加される設
定となっているときには、情報付加手段によってこれらの著作権情報が付加情報として画
像ファイルのヘッダに付加され、改ざん検出のための情報検証用データが情報検証用デー
タ設定手段によって付加される設定となっているときには、情報付加手段によって情報検
証用データが付加情報として画像ファイルのヘッダに付加された後、メモリカード２２に
記憶される。このため、著作権情報の入力や画像ファイルへの付加をデジタルカメラ１に
おいて行うことが可能となり、従来のデジタルカメラのように、著作権情報の入力作業、
付加作業および書換作業などをパソコンを介して行い、手間がかかってしまうということ
がなくなる。また、著作権情報設定手段による著作権情報の画像ファイルへの付加設定状
態や、情報検証用データ設定手段による情報検証用データの画像ファイルへの付加設定状
態は、図３（ｂ）に示すように液晶モニタ５に同時に表示される。このため、著作権情報
および情報検証用データが画像ファイルへ付加されるか否かの設定作業や確認作業は、液
晶モニタ５における一つの画面で容易に行えるようになる。また、著作権情報付加の設定
や設定内容の確認と、情報検証用データ付加の設定や設定内容の確認とが密接に関連付け
られるため、著作権の保護を容易かつ効果的に実現することが可能になる。
【００３６】
　また、本実施形態では、著作権情報設定手段によって図４（ｃ）に示す著作権情報付加
の設定が“する”にされ、かつ、情報検証用データ設定手段によって図４（ｆ）に示す情
報検証用データ付加の設定が“しない”にされている設定状態が検出されると、情報設定
手段により、情報検証用データが自動的に画像データに付加されるように、情報検証用デ
ータ付加の設定が“する”に設定される。このため、著作権情報が付加された画像ファイ
ルに対しては、情報検証用データを用いた改ざん判定が必ず行われるようになり、改ざん
判定の設定を忘れてしまうことが確実に防止されるようになる。
【００３７】
　なお、上記実施形態では、メニューボタン１０の操作によって液晶モニタ５に表示され
る大項目選択画面の中から、「セットアップメニュー」を選択して図３（ａ）に示すセッ
トアップメニュー画面を表示させた上で、さらに、このセットアップメニュー画面の中か
ら著作権情報／情報検証用データ設定メニュー３１を選択して、図３（ｂ）に示す著作権
情報／情報検証用データ設定画面を表示させることで、著作権情報の入力などが可能とな
る場合を説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、メニューボタン１
０の操作によって上記のような各メニュー画面を階層的に表示させることなく、直接、図
３（ｂ）に示す著作権情報／情報検証用データ設定画面を液晶モニタ５に表示させる以下
に示すような構成とすることも可能である。
【００３８】
　図５は、図示しない情報表示ボタンの操作によって、液晶モニタ５に情報画面が表示さ
れている状態を示す図である。情報画面は、デジタルカメラ１に現在設定されている情報
が液晶モニタ５に表示させられた画面であり、同図に示すように、情報表示欄６１および
情報選択欄６２で構成されている。情報選択欄６２に表示される項目の中から、マルチセ
レクタ６およびＯＫボタン８などの操作によって選択された所望の項目の設定内容が、情
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報表示欄６１に表示される。同図に示す例では、設定されているシャッタースピード（１
／２５０）および絞り値（Ｆ５．６）が情報表示欄６１に表示されている。また、情報表
示欄６１に表示させることができる項目として、「ＡＦ」、「ＩＳＯ ＡＵＴＯ」、「コ
ピーライト」などの項目が情報選択欄６２に示されている。「ＡＦ」、「ＩＳＯ ＡＵＴ
Ｏ」が選択されると、それぞれ、オートフォーカス機能の設定内容、ＩＳＯ感度設定が情
報表示欄６１に表示される。また、「コピーライト」が選択されると、上述した著作権情
報／情報検証用データ設定画面（図３（ｂ）参照）が呼び出されて、液晶モニタ５に表示
される。
【００３９】
　上記の構成によれば、既に液晶モニタ５に情報画面を表示させている場合には、メニュ
ー画面において深い階層に設けられている著作権情報／情報検証用データ設定画面を、わ
ざわざメニュー画面の大項目選択画面から複数回の操作によって表示させなくても、情報
画面から直接呼び出すことが可能になり、著作権情報の入力や設定に手間がかからなくな
る。
【００４０】
　また、上記実施形態では、情報設定手段によって画像ファイルに撮影者名や著作権者名
などの著作権情報（図４（ｄ），（ｅ）参照）を付加するように設定されると、情報検証
用データが自動的に画像データに付加される設定になる場合を説明したが、本発明はこれ
に限られるものではない。例えば、著作権情報設定手段によって画像ファイルに著作権情
報を付加するように設定された際に、表示制御手段が、情報検証用データ設定手段による
設定状態を検出し、設定状態が情報検証用データを付加しない設定となっている場合には
、情報検証用データ設定手段による情報検証用データの付加設定を液晶モニタ５に警告表
示する構成とすることも可能である。
【００４１】
　上記の構成によれば、著作権情報設定手段によって著作権情報が画像ファイルに付加さ
れるように設定され、かつ、情報検証用データ設定手段によって情報検証用データが画像
ファイルに付加されない設定状態が検出されると、表示制御手段により、情報検証用デー
タの画像ファイルへの付加設定が液晶モニタ５に警告表示される。このため、著作権情報
が付加された画像ファイルに対しては、情報検証用データの付加設定が促されるようにな
る。従って、著作権情報が付加された画像ファイルの改ざん判定の設定を忘れてしまうこ
とを防止できる。
【００４２】
　また、上記実施形態では、設定状態が情報検証用データを付加しない設定となっている
ときに、情報付加手段によって撮影者名および著作権者名などの著作権情報が画像ファイ
ルに付加されると、情報検証用データが自動的に画像ファイルに付加される場合を説明し
たが、情報検証用データが自動的に画像ファイルに付加されない構成としてもよい。この
構成によれば、使用者の好みに応じた設定が可能となり、設定の自由度が増して広範の使
用者に適したものとすることが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　上記実施形態においては、本発明による撮影装置をデジタルカメラに適用した場合につ
いて説明したが、著作権に関する著作権情報が動画像データに添付されるデジタルビデオ
カメラや、カメラ付き携帯電話機などの種々の撮影装置に本発明を適用することも可能で
ある。このような撮影装置に本発明を適用した場合においても、上記実施形態と同様の作
用効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本実施形態によるデジタルカメラの外観を示す背面図である。
【図２】図１に示すデジタルカメラの内部構成の概略を示すブロック図である。
【図３】図１に示すデジタルカメラの液晶モニタに表示されるメニュー画面を示す図であ
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【図４】図３に示すメニュー画面において各メニュー項目が選択されたときにデジタルカ
メラの液晶モニタに表示される画面を示す図である。
【図５】本発明の変形例によるデジタルカメラの液晶モニタに表示された情報画面を示す
図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１…デジタルカメラ
　５…液晶モニタ
　６…マルチセレクタ
　７…入力ボタン
　８…ＯＫボタン
　９…削除ボタン
　１０…メニューボタン
　１３…不揮発性メモリ
　１４…ＣＰＵ
　１７…撮像素子
　１９…画像処理部
　２２…メモリカード
　３１…著作権情報／情報検証用データ設定メニュー
　３２…著作権情報付加メニュー
　３３…撮影者名入力メニュー
　３３ａ…撮影者名表示欄
　３４…著作権者名入力メニュー
　３４ａ…著作権者名表示欄
　３５…情報検証用データ付加メニュー
　４３，４６…文字選択欄
　４４，４７…入力文字表示欄
　４５，４８…操作部表示欄
　６１…情報表示欄
　６２…情報選択欄
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